
平
常
時
に
お
け
る
地
域
の
要
援
護
者
の
実

態
を
把
握
し
、
災
害
時
に
高
齢
者
や
障
害
者

な
ど
が
安
全
に
避
難
で
き
る
よ
う
、
情
報
伝

達
や
避
難
誘
導
な
ど
の
支
援
活
動
を
進
め
て

い
く
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
を
ま
と
め
ま

し
た
。
こ
の
プ
ラ
ン(

案)

に
対
す
る
、
市
民

の
み
な
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

様
式
は
問
い
ま
せ
ん
。
意
見
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
書
い
て
、
福
祉
総
務
課
地

域
福
祉
推
進
室
へ
郵
便
か
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ

ー
ル
で
送
る
か
、
直
接
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

な
お
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
住
所
、

氏
名
な
ど
の
個
人
情
報
を
除
き
、
公
表
す
る

予
定
で
す(

個
別
の
回
答
は
し
ま
せ
ん)

。

プ
ラ
ン(

案)

閲
覧
場
所

福
祉
総
務
課
地
域

福
祉
推
進
室(

市
役
所
福
祉
棟
２
階)

、
市
民

相
談
室(

市
役
所
本
庁
舎
１
階)
、
土
崎
支
所
、

西
部
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
河
辺
・
雄

和
市
民
セ
ン
タ
ー

※
プ
ラ
ン(

案)

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.city.akita.akita.jp

/city/w
f/m
n
/rw
/

意
見
募
集
期
間
１
月
25
日
(月)
ま
で

●
意
見
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

〒
０
１

０-

８
５
６
０
秋
田
市
役
所
福
祉
総
務
課
地

域
福
祉
推
進
室
☎(

８
６
６)

２
０
９
０

フ
ァ
ク
ス(

８
６
６)

２
４
１
７

E
メ
ー
ルro

-w
fm
n@
city.akita.akita.jp

解
雇
な
ど
に
よ
り
離
職
し
た
か
た
が
就
労

を
確
保
で
き
る
よ
う
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
家

賃
を
支
給
し
ま
す(

月
収
入
と
預
貯
金
に
上

限
が
あ
り
ま
す)

。
な
お
、
支
給
に
あ
た
り
、

市
の
就
労
支
援
担
当
者
の
面
接
指
導
を
受
け

て
い
た
だ
き
ま
す
。

対
象(

①
②
両
方
を
満
た
す
か
た)

①
過
去

２
年
以
内
に
離
職
し
た
か
た
で
、
住
居
を
失

っ
た
、
ま
た
は
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
た

②
公
共
職
業
安
定
所(

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
ハ
ロ

ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ)

で
求
職
活
動
を
行
う
か
た

支
給
期
間
　
最
長
６
か
月

支
給
月
額(

上
限
額)

単
身
世
帯
は
３
万
千

円
、
複
数
世
帯
は
４
万
円

●
受
け
付
け

市
役
所
福
祉
棟
１
階
の
「
住

宅
手
当
相
談
・
受
付
窓
口(

保
護
課
内)

」

☎(

８
６
６)

２
０
９
６

市
内
の
小
・
中
学
校
に
通
う
お
子
さ
ん
が

い
て
経
済
的
に
お
困
り
の
か
た
に
、
学
習
に

必
要
な
費
用
、
給
食
費
な
ど
の
一
部
を
援
助

し
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
12
月
か
ら
父
母
子
加

算
が
算
定
に
加
わ
り
、
こ
れ
ま
で
該
当
に
な

ら
な
か
っ
た
ひ
と
り
親
世
帯
の
か
た
が
該
当

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
　
学
校
で
配
ら

れ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
各
学

校
ま
た
は
市
教
育
委
員
会
学
事
課
☎(

８
６

６)

２
２
４
３
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

市
の
公
用
車
１
台(

ト
ヨ
タ
セ
ン
チ
ュ
リ

ー)

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ヤ
フ
ー
・
ジ
ャ

パ
ン
の
「
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
で
売
却

し
ま
す
。
参
加
申
し
込
み
は
２
月
４
日
(木)
ま

で
、
入
札
は
２
月
18
日
(木)
か
ら
25
日
(木)
ま
で

で
す
。
な
お
、
物
件
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

公
開
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
契
約
課
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/fn/cn/

●
問
い
合
わ
せ

契
約
課

☎(

８
６
６)

２
０
２
２

D
V(

配
偶
者
か
ら
の
暴
力)

被
害
者
の
か

た
に
定
額
給
付
金
と
子
育
て
応
援
特
別
手
当

の
相
当
額
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請

し
て
い
な
い
か
た
は
、
早
め
に
申
請
を
。

対
象

平
成
21
年
２
月
１
日(

基
準
日)

に
お

い
て
配
偶
者
と
別
居
し
、
秋
田
市
に
住
ん
で

い
る
が
、
D
V
被
害
に
よ
り
、
住
民
登
録
ま

た
は
外
国
人
登
録
の
住
所
変
更
の
手
続
き
が

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

２
離
職
者
の
家
賃
や

就
労
を
支
援
し
ま
す

災
害
時
要
援
護
者
の

避
難
支
援
プ
ラ
ン
に

ご
意
見
を

１

３
就
学
援
助
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

訂正とおわび…広報あきた１月１日号７ページで紹介した、秋田ノーザンブレッツのティウアナ・タカプさん
の仕事は「老人介護・医療関係」ではなく、正しくは「研修と地域交流(相談業務)」です。広報課☎(866)2034

人口21.12.１現在

●人口／325,989人(＋39)
●男／153,751人(＋20)
●女／172,238人(＋19)
11月分・出生 194人

・死亡 252人
・転入 558人
・転出　 461人

（ ）内は前月比

●世帯／134,071世帯(＋84)

D
V
被
害
者
の
か
た
へ

生
活
支
援
特
別
給
付
金

の
申
請
は
お
早
め
に

５
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

公
用
車
を
売
却
し
ま
す

４

08



で
き
ず
、
定
額
給
付
金
な
ど
を
受
給
で
き
な

か
っ
た
か
た
と
そ
の
家
族

申
請
方
法

該
当
す
る
か
た
は
、
児
童
家
庭

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
お
送
り

し
ま
す
。
申
請
書
の
ほ
か
、
基
準
日
時
点
で

D
V
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
公

的
機
関
の
証
明
書
、
基
準
日
か
ら
申
請
日
ま

で
の
居
住
地
が
確
認
で
き
る
書
類
、
本
人
を

確
認
で
き
る
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

１
月
29
日
(金)

●
問
い
合
わ
せ

児
童
家
庭
課

☎(

８
６
６)

２
０
９
４

道
路
改
良
工
事
の
た
め
、
大
住
三
丁
目
・

四
丁
目
の
橋
り
ょ
う
部
を
通
行
規
制
し
ま

す
。
な
お
、
バ
ス
の
運
行
路(

大
住
・
み
な

み
野
団
地
線)

も
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30

分
、
左
図
の
と
お
り
変
更
に
な
り
ま
す
。
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

期
間
／
２
月
上
旬
か
ら
３
月
上
旬
ま
で
、
午

前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分(

日
、
祝
日
除
く)

●
問
い
合
わ
せ
　

道
路
建
設
課
☎(

８
６
６)

２
１
３
３

秋
田
中
央
交
通
㈱
☎(

８
２
３)

４
４
１
３

みんなで文化財を守りましょう！
１月26日(火)の「文化財防火デー」は、昭和24
年１月26日に法隆寺金堂で火災が発生したこと
から始まりました。秋田市にも貴重な文化財が
たくさんあります。文化財を火災・地震などの
災害から守り、後世に受け継いでいきましょう。

文化振興室☎(866)2246

農地の有効利用を促進することを目的に、昨年
12月、農地法などの一部が改正されました。詳しくは、秋田
市農業委員会事務局へお問い合わせください。☎(866)2270

農地制度が改正されました

●農地利用者の確保・拡大　農地の権利移動に関する規制が見
直され、「農業生産法人以外の法人(業務執行役員のうち１人
以上が農業に常時従事)」や「農作業常時従事者以外の個人」
も農地の賃借権が設定できるようになりました

●遊休農地対策の強化　所有者が分からない遊休農地を、知
事の裁定で公社などが利用できるようになりました

●農地税制の見直し　相続税の納税猶予が、農地を貸した場合
も受けられるようになりました(市街化区域の農地を除く)。

●農地の相続は届け出が必要に　平成21年12月15日以降に
相続により農地を取得したかたは、おおむね10か月以内に市
農業委員会に届け出が必要になりました
●農地転用規制が厳格に　許可が不要だった、農地の学校・
病院など公共施設への転用が協議制になりました。また、違
反転用への罰則が強化(法人の場合は罰金が300万円→１億
円)され、県知事による代執行制度が創設されました

大
住
三
丁
目
・
四
丁
目
の
橋
梁り

ょ
う

部

道
路
工
事
に
伴
う

通
行
規
制
を
行
い
ま
す

６

●標準小作料制度が廃止　農地貸借(10㌃当たり)の実勢価格
(下表)を提供することになりました　※秋田市平均12,601円

秋田観光コンベンション協会が
２月１日(月)から移転します
移転先は大町二丁目

２－12(イーホテル秋田
１階)です。問い合わせは、
秋田観光コンベンション
協会☎(824)8686へ。

広報あきた 平成22年１月15日号09

修学期間内(最長４年)に返済した修学
一時資金(教育ローンなど)の利子(学生１人に
つき最大10万円)を補給します

問い合わせ

①申請の３か月以上前から秋田市に住民登
録・外国人登録をしている
②本人または子どもなどが大学・短大・専門
学校に入学予定か、在学している　※在学
生の場合は１月以降の借り入れが対象
③申請者と配偶者の所得の合計が400万円以
下　※事業所得者の場合は300万円以下
④市税の滞納がない ※関係課と協議中を除く
⑤対象となる金融機関は、秋田銀行、北都銀
行、東北労働金庫の市内店舗

福祉総務課☎(866)2092

市では、進学などによる経済的負担を
軽減するため、下記の支援を行います。

申
請
方
法

修学資金を支援！

条件１

生活福祉資金、母子寡婦福祉資金の借
入額と同額を限度に最大10万円を給付します

●県社会福祉協議会生活福祉資金就学支度費
を借りているか、母子寡婦福祉資金貸付金
就学支度資金を借りている(申請者の所得が
400万円以下、事業所得者の場合は300万
円以下)
●｢支援１｣を受けていない

支援２

条件２(条件１の①、②のほかに次の条件が必要)

支援対象資金を借り入れした金融機関など
の窓口にある申請書に必要書類を添えて、
郵便で〒010-8560秋田市福祉総務課へ。
※詳しくは、対象金融機関などの窓口にお
いてあるチラシをご覧ください。

支援１


